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平成 24年度 業務運営に係る重点化ガイドラインについて

業務運営の重点化については、平成 13年 3月 27日付け地発第 127号、基総発第 5号、職総、

発第 17号、雇児雇発第 7号「業務運営の重点化について」により指示しているところである

が、今般、平成 24 年度における業務運営の重点化を図る上でのガイドラインを別添 1~3 の

とおり策定したところである。

各都道府県労働局(以下「局」とし、う。)を巡る定員状況は、平成 21年 7月 1日に新たな定

員合理化計画「平成 22年度以降の定員管理についてj が閣議決定されたほか、民主党マニフ

ェストに「国家公務員の総人件費2割削減」及び平成 23年 9月20日に閣議決定された「平成

24年度予算の概算要求組替え基準についてJにおいて、「義務的経費についても歳出の抑制

を図るJことが掲げられていることからも、平成 24年度以後もこれまでと同様、厳しい状況

が続くことが見込まれている。

こうした中で、局、労働基準監督署(以下「署」という。)及び公共職業安定所(以下「所」

としづ。)の業務を円滑に運営していくためには、業務の重点化は非常に重要な課題である。

局箸所における業務運営の重点化は、各管轄区域における産業、就業構造、行政需要、行政

課題等の状況により様々な組合せがあり得るものであり、真に効果的な重点化を図るためには、

局署所それぞれに応じた適切なものとする必要がある。

以上を踏まえ、局はもとより管内の各署所において、各種施策の絞り込みを行い業務の優先

順位を明確化し、業務の重点化が適切に実施されるよう、きめ細かな指導をお願いする。
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平成 24年度 労働基準行政及び労働保険適用・徴収業務に係る

重点化ガイドラインについて



(~IJ添1)

平成24年度労働基準行政及び労働保険適用回徴収業務に係る重点化ガイドライン

各印由意味は、以下のとおりである。
女印 新規事項
X 印 本省文は外郭団体等実施事項
O 印， 全局・署所において、積極的・能動的に実施する業務
A 印 各局・署所において、管内状況を勘案して実施する業務

U 1-1'; ヨ切 n 

重点施策 実施事項 内容
新規事項 重点化 備考

(女)

の 平231222E2基基発発11222串 6可

放の射徹線底障害防止対策 1月 平23.12.22li!;~1222第7号
汚染 平24.2.14基安発0214第1号
則J 別途指示
ぴ『

お、除染等を行事業者に対する指導に当たっては、発注者である地方自治体
等との連携を図る。
また、今後回除染作業の進展、避難区域の縮小に伴い、避さ難れ区域内にお 女 A 

の実け掘施る生削す活等るインフラの復旧工同ガ事様イ等も活ば発〈化することが予想 るが、土壌
、除染等作業と の被 が予想される作業を含む工事等を
事業者に対し、 ドライン防に規止定されている事項のうち、被

ぱく管理、汚染拡大防う止指、内部被ぱく 、労働者教育等のうち、必要
な事項を実施するよ 導する.
さらに よ下水道施設、焼又却施設、中間処理施設、埋め立て処分場等に
おける業務等、除去土It壌く は汚染廃棄物の処分の業務については、管理
された線源からの被 であることから、除染基電離づ則ではなく従来の電
離則を適用することとしているので、電離則に く被ばく管理等が適
切に行われるよう関係事業場を指導する。

東おび各電け福種離る放工放島第射事射線等線一従原業障発務事及者に
放東射対電福線す障島る被第害 原発において放射線業務及び各種工事に従並事びする労働事者業 平23.4.28基発0428第1第1号1号

(9) の を防止するため、東京電力及び元方事指業者を徹並に関係 平23.10.11基発101

者に ぱく管理、健康管理等に関す事緊る監者急督作に 導 底す業る者。 別途指示(3月発出予定)

の電 害防 また、一定以上回線量を超える緊急作業従 対してl立、等事の が
止等対策 「東京電力福島第一原子力発電所における 業従事者 健康『の保

持増進のための指に針基」づ(平成23年10月11日付け公示業う従第指事導5号。以下 指 A 

針さJという。) くがん検被診等を実施するよ 者を行がうこと。
らに、一定の線量を超えるぱくをうした緊急作 就業上の不

利益な取扱いを受けることのないよ 、その処遇、配置等の配慮援を指導
うしてこいとるので、必要に応じ事業場に対する指導、労働者の就業支 を行
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重点施策 実施事項 肉容 新規事項 重点化 備考
(女)

(10) 復防止旧対・寵策興の徹工事底災害 震建築災復物等!日の・復解興体工工事事ににつおいけてる労は働、現災在害、防被止災対地策にをお引いき続て実き施徹底されすてるいと骨と |号平別 18 0318軍1号・基安化発0318第8

もに、被災地の地方自治体が作成した復興計画に基づき、今後、進展が 平23.3.28基安安発0328第2号・基安労発0328第1
見込まれる復興工事については、地方自治体の発注情報を把握したよ 号・基安化発0328第Z号
で、集団指導、パトロール、個別指導等を組み合わせることにより効果 平23.4.11基発0411第Z号
的・効率的な指導を実施すること。

平Z342250基基基安安安発0422第1号
また、震災復興工事においては、一定由工事エリア肉で複労数の工事が近 平23.4.2 発0425第1号
接・密集して実施されることから、工事由輯そうによる 働災害を防止 平23.5.1 発0510第Z号
するため、地方自治体の公共工事担当部署等と由連絡会議を開催すると 平23.5.27基安安発0527第2号・基安労発0527第z
ともに、発注者及び近接工事の元方事業者による工事エリア別協議組織

A 
号・基安化発0527第Z号

の設置 開催を指導するなどにより、復興工事由進捗状況に応じた労働 平23.8.12基安発0812第2号
災害防止対策を適切に推進する. (一部x) 平23.8.30環廃対発第11083凹03号、基安安発0830
なお、建築物の解体等の工事や集積されたがれきの処理等に当たって 第1号，基安基労安発安08発300第8311号第基4号安・化発0830第1号
I主、建材中にアスベストが含まれている可能性があるため、呼吸用保護 平23.8.31基 基安労発0831第z
具の着用及び安全衛生教育の実施等の健康障害を防止するための措置を 号・基安化21発基0安831第2号
徹底する. 平23叩発1021第2号
また、復旧・復興工事には、被災者や他業種の労働者が建設業に新たに 平23.10.27基監発1027第2号・基安安発1027第1
参入することが予想されるため、新規入職者に対する安全衛生教育が確 号・基安労発1027第1号・基安化発1027第1号
実に行われるよう徹底する. 平23.12.22基安発1222第3号

r 

労働保険料等の特例
告限東は・納日宮期本城限大県の震及延災び長に福やよ島り、県被免の除害一等を部受ののけ特地た例事域措業を置除主をき等講既にじにてつ指きいた定てとさはこれ、ろ労てでい働ある保るこ険.と料申等告等か・のら納申、期

平霊Z平副2臨2ii謹叩幅審霧削墓議器地1備;時運L1-1善号問酬

(11) 措置

今後は、必要に応じ、納付回猶予を活用いただくなど、引き続き窓口での懇切・
丁寧な対応に努める。

A 

3 善労対働策条件の確保・改 7 経済情勢に対応し (7) 法定労働条件の履行確保
平62221621基基7基監発発発第第第1470100号号号(1) た法定労働条件の確 管内の実情を踏まえつつ、事業場における基本的労働条件の枠が組重み要及 平6.3 

保等 びそのための管理体制の確立を図らせ、これを定着させること 要で 平11
あり、労働基準関係法令の遵守徹底を図るとともに、重大又は悪質な事

平114 16B基基基発発監第発第02第4500010号21 1 案に対しては、厳正に対処する。なお、同種事案の発生を防止するた 平15.2.18~E1~lG0218001号
め、司法処分事案や監督指導結果の事例等を積極的に公表する。 平15.4.1~~，.0401015号
特に、有期契約労働者については、 『有鋼労働契約の締結、更新及び 平20.12.9基発第1209001号

雇止めに関する基準Jに基づく更新の有無や更新の判断基準の明示、雇 平20.12.9基監発1209001号
止めの予告等についてパンフレツト等を活用し、周知徹底徹を図るととも 平23.4.8基発0408第2号
に、監督指導、窓口相談等において使用者に対する指導を 底する. O 平24.2.8基発0208第3号

平24.2.8基監発0208第1号

〈有期労働契約関係〉
平15.10.22基発第第1022001号
平15.12.26基発 1226001号
平15.12.26基監発第1226001号
平20.1. 23基発監発第0123005号
平20.12.9基第1209002号
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重点施策 実施事項 内廿ー 新規(女事)項 重点化 備考

康働の長障履協時害行定間確ををにわのた抑る制時の間た外労め働のE市盲宣掴柚専怠守広畑制を図り、過重労働I~よる健 平平1111241167基基発第25可0号
防止するため、労働時問、割増賃金 規定 平16.2.18基発第0218004号
保を図る。また、使用者、労働組合 外労 平18.3.17基発第0317008号

働協定 適正に締結するよう関係法令の周知等等をに徹の係労底使する労当る働事と基者と準がも法時にの間、限度 平18.3.17基監発第0317002号

時聞を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めていないなどの不適正 平20.3.7基発第0307005号
な時間外労働協定が届け出られた場合にI立、限度基準を遵守するよう指 平20.4.1基監発第0401001号
導を行障、長害う O 平20.9.9基発第0909001号

時間にわたる時外 等が恒常的に行われ、過重労働による 平20.9.9~~jß0909003号
健特康に の発生が懸念さ間れる事労働業場等に対しては、重点的に指導を行 平209.9n基智発世第晶0骨9n0909001号
う。 平212 s1，書7基垣監見発罰第U0217001号
さらに、書庫舗展開する小売業、飲食業等庖舗における管理監督者につ
いては、その範囲の適E化を積極的に推進する.

(ウ)賃金不払残業の防止 平11.2.17基発第70号
企業の経営環境の改善由遅れが賃金不払残業を惹起させることも懸念 平11.4.16基発第250号

されるが、いかなる経営環境においても、労働時間管理は適切に行われ 平13.4.6基発第339号
ることが必要である 平15.5.23基発第0523003号

このため、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に 平15.5.23基発第0523004号
関する基準Jの遵守を重点とした監督指導等を実施するとともに、 「賃 O 平15.10.22基発第1022003号
金不払残業総合対策要綱」に基づき総合的な対策を推進する。また、重
大又lま悪質な事案に対しては、司法処分を吉め厳正に対処する.
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重点施策 実施事項 内容
新規事項

重点化 備考
(女)

|日J 朱払業倒賃金立替払制度目迅速かつ適正な運営
平平110764 117基基発望第0401可005号企 産に伴い賃金の支払を受けられないまま退職した労働者を迅の救速済

を図るため、不正受給防止に留意しつつ、未払賃金立替払制度 か 平18.5.1基発第0501003号
つ適正に運営する。 平19.1.30基発第0130002号

平19.3. 1基発第0301002号
口 平20.12.24基発第1224001号

平21.5. 29基発第0529006号

イ労働契約に関する 労働契容約に関する基本的なJレ ルを定める労働契変約法や裁判例の趣旨且 平20.1.23基基発発第第002123004号
Jレールの周知啓発 び内 について、合理的情報な労提働供条や件周の決定又は 更が円滑に行われるよ 平20.2.4l!;!Ii!:lII0204004号

う、労使双方に対して 周知者な実施をにされ対図にる。また、使用者のみなら
ず、労務働者がや労働者になろうとする しても労働関係法令上田権

利 義 十分に認知されて就供等労等のがの情 るよう、セミナーの実施など
労働関係法令の教育、情報提 努める。
また大型倒産、大量整理法解等雇で 報の把握に努めるなど企業活動の勤
向を注さ視れし、労案働等基準 定める法導定労を働実条施件すの履行確保上の速問題が A 
懸念 る事 については、監督指 るなどにより迅かっ

(一部x)
適切に対応する。その例際、解雇や雇止め、退な職取勧奨、出向等について
は、労働契約法や裁判 等に照らし不適切 扱いが行労わ務れることがな
いようパンフレツト等を活用し、事業主に対し適切な 管理の必要性

について啓期満発指導を行う。
なお 契労働者の雇用の安定と公正な待遇を確保するため、一定
の要件入、す有を た約す場合に、期間の定めのない労働契約に転換させる仕組み
を導容 る等を内容とする労働期契約法改正案が成立した場合には、その
肉 についての周知に万全をする.

ウ 特定の労働分野確に (7) 外国人労働生者を、技能実習生 昭63.1. 26基基発監第50号
おける労推働進条件 保 技能が実習 吉めた外国人労働者については、法定労働条連件携確保ょの 昭63.1. 26 発第4号
対策の 問題認められる事案が多いことから、職業安定行政との を図りつ 平6.2.22基監発第9号

つ、事業主等働条に対して労働基準関係法令金を周知するとともに、労働を契約
締結時の労 件の書面による明示、賃支払の適正化等の徹底図

平10.12.18基発第第701号
平11.12.24基発 738号

る。 平18.5.31基基発監第0531001号
また、技能実習生について、重大又は悪質な労働基準関係法令違反事 平18.5.31 発第0531001号

案に対しては、司法処分を含め厳正に対処するとともに、出入国管理機 平19.10.1基発監第発1001015号
聞との相互通報制度の確実な運用を図る。 平19.10.1基第1001001号

ム 平20.9.8基発第0908001号
平20.11. 27基発第1127006号
平20.11.27基発監第発第1127002号
平21.6. 9基 0609001号
平22.2.8基発0208第Z号
平22.9.1基発0901第4号
平22.9.1基監発0291第1号
平22.9.1基監発0901第3号
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重点施策 実施事項 内容

るとともに、
に問題があると認められる事業場に対して的確な監督指導等を実施し、
その道守の徹底を図る。
また、地方運輸機関との合同による監督・監査を実施するとともに、通
報制度を適切に運用するなど連携を図る。

について

図る。
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新規事項
(女)

重点化

A 

A 

(別添1)

備考
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重点施策 実施事項 内容 新規事項
重点化 備考

(女)

(I) 派遣労働者
|聞昭6O2leo8--18基発第49可4号派遣労働者の法定労働条件元事の履行確保を図るため、労働基準関係法令

の適用の特例を含め、派遣 業主及び派遣先に対し労働基準関係法令 平16.4.1基監発第0401004号
を周知するとともに、その遵守の徹底を図る. 平18142基2基発監第発09第004001号

さらに、偽装請負が疑われる事案については 共同監督の実施など職 平18.9.22!>ii~，"0922001号
業安定行政と連携した対応を行うとともに、偽装請負が関係する死亡災 A 平18.9.22基監発第0922002号
害をはじめとする重篤な労働災害については、司法処分を吉め厳正に対 平20.3.7基監発第0307002号
処する。 平21.3. 31基発監発第0第331010号

平21.3. 31基 0331003号

(オ) 医療機関の労働者

平143。21210292基基86基基発監監監第発発発0第3第第01931 1 007号夜間勤務を行う医療機関の労働者については、依然として長時間労働 平14.3.20..E1~，"0320001号
の実態が認められること等を踏まえ、労働時間管理に問題があると考え 平14.11.28..E1~..1128001号
られる事業場に対して、引き続き的確な監督指導を実施するなどによ 平15.12.26~1i~，" 1226002号
り、労働基準関係法令の遵守の徹底を図る.

A 
平15.12.26基監発第1226003号

(カ) I~ ト書イム労働者 平5.12. 1基監発第45号
パート書イム労働者の適Eな労働条件在確保するため、労働基準関係

平6.B2024基21基6発基監発第発3第9第47号715 0 法令の遵守の徹底を図るとともに、パート聖イム労働法の趣旨及び肉容 平12.1 号
について周知・啓発を推進する。 平19.10. l~ii~，"1001016号

A 
平20.2.1基発第第OOEO1001号
平20.2.1基発 201002号
平20.2.15基発第0215004号
平20.2.18基監発第0218001号

(キ) 障害者 平15.4.8基発第0408001号
障害者である労働者の法定労働条件の履行確保を図るため、関係行政 平181022基基発監第1002004号

機関との連携の下、的確な情報の把握を行うとともに、障害者を使用す 平18.10 監発第1002001号
る事業主に対する啓発・指導に努め、問題事柴田発生防止及び早期是E A 
を図る。

エ 『労災かくし」の 平成24年度からのメリット制の適用範囲の拡大がの、排 「労災かくし」の

平3.12 5E82号基基6基基・発発発監基第第第発安56 6 2号
排除に係る対策由一 増加につながることのないよう、 『労災かくし」 除による対策の推 平3.12. 5~~，"687号
層の推進 進を図る. 平13.2. 8..~..68号

具体的には、 「労災かくし』の防止に向けた周知・啓発を図るととも 平14.7 第0726001号・基 第
に、引き続吉、的確な監督指導等を実施し、その存在が明らかになった 0726001号 基 計発第0726001号徴・発基労管発
場合には、司法処分を吉め厳正に対処する.また、全国健康保険協会都 O 

第079520620015号0基1号・監基発安第計02発05第00021号05 道府県支部との連携による労災保険給付の請求勧奨を行うとともに、労
平0201 0・0基1号徴・発基第労管発災補償担当部署と監督・安全衛生担当部署聞で連携を図りつつ、 「労災

かくし』の疑いのある事案の把握及び調査を行う。 第0205001号
平20.305基1基発発第第031005001号
平20.10. 1..~jg1001003号
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重点施策 実施事項

(2) 

(3) 備

内容

また、最低賃金額の改定等について、使用者団体、労働者団体及び地方公
共団体等の協力を得て、使用者及び労働者に周知し、遵守の徹底を図るととも
に、最低賃金の履行確保よ問題があると考えられる地域、業種等を重点とした
監督指導等を行う.

7/35 

新規事項
{女)

女

(別添1) 

重点化 備考

O 

O 

ム

x 

A 

-職首発0701第1号・雇

O 
(一部L>.)



(別添1)

重点施策 実施事項 内容
新規事項 重点化 備考

(女)

ウ職メ場ンのトパ問題ワ ハフス す職る場ととのもハワ ハラスメン的ト予の取防予組・解防を決・促解等進決にすに向る向けたけためて提、取労言り使J組(双仮む方称社に)会の対的周し気知て
平242143基基発安0214第1号

防止・解備 に、労使の自主 「職場の 平24.2.1 発0213第1号
決に向けた環境整 パワーハラスメント問題の を図る。

ヲた A 

エ適正な労働条件下で
勤を在支務宅援ガ勤すイ務ドるラのセイ適ミンナ切』ーのなの導周実知入施及、企等び業に実よの施り人の、事適た担め正当なの者労労等働務を条管対件理象をのと確在し保りた方しテつにレつ関ワ、す子るウレ「のワ在導ー宅入ウ

平成20.7.28基発第072800号
のテレワーヴの推進

の普及促進を図る。 A 
(一部 x)

ノ、
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重点施策 実施事項

(4) 

内容

を実施する。
なお、名都道府県労働局においては、平成24年の休業4日以上の死傷災害件
数の目標を第11次労働災害防止計画の目標を達成し、かっ、平成23年比較で
5軸以よ減少できるよう設定する。

ι盆三盆産主
労働者数回増加と相まって労働災害が増加している第三次産業においては、

小売業、社会福祉施政及び飲食庖における災害発生件数が書〈、転倒災害や
災害性腰痛等作業行動に伴う人的要因を原因とする労働災害が大半を占めて
いる。
このため、安全衛生管理体制の確立・整備及び経嘗トップ由参画、職場ルール
の遵守等を図るための教育を重点的に推進することで、労働者の安全意識の
高揚を図るとともに、事業者の労働災害への関心を高めつつ自主的活動を促
進することによる労働災害防止対策を推進する。
包)11¥;;重差
小売業においては、事業場に対し、

るとともに、 4S活動(整理、

9/35 

腰痛防

地方公共団体と連携

新規事項
(女}

重点化

O 

備考

平23.6.2基発0602第13号
平23.7.14基安発0714第Z号
平23.11.7基安安発1107第1号
平23.12.14基安発1214第2号
平23.12.16基安安発1216第1号

(別添，) 



(別添1) 

重点施策 実施事項 肉容
新規事項

重点化 備考
?、 (食)

平8111。1基基発発第第O660号
平18.2.101l>~lI!0210001号

平21.3.11基基基発発安第第安00発34Z第1410凹0日51号平21.4.241l>~lI!0424001号
平21.5.15li!:'li''li';!!;lI!0515001号

O 平24.2.9基安発0209第1号

イメン事Jレへjレス対策 [ア)メン;)レヘルス対策

平183333.23223168基基基基発安発発第第労第0四発033第3Z2田1600030002213号3号号00 及び過重労働による 平21.3.231l>'<<%";!!;lI!0323001号
健康障害防止対策 平21

平21
平21.3.30基発第田30023号

ム

(イ〉 過基そ監「れ霊発督過が第労指重あ働0導労3る等に1働7事よ0をに0業る徹8よ号健場底る、康に健す平障対る康成害し.障2て防3害年、止防労2対止月働策の改時た正間め)管にの理基総、づ健合き康対、管策過理」重(等平労に成働関1が8す年行る3わ窓月れ1口て7指日い導付る

平18.3.31基基発安0労2発16第第033号31002号

監督指導 IおT 

平23.2.16
平23.2.16基政発0216第1号、基監発0216第1号、
基安労発0216第1号

A 

(ウ}た保定3『月事健期定Z項健指期5日に導康健付つ診の康けい断実診基ての施断発重有、に0産点所お32的業見け5第に医率る取1、有の号衛り所改組)生見に善む管基率に理とづの向と者く改もけこのに善たれ選、取にま健任組向で康、けの衛診た取生断取組委結組を員果に検会につ証等基いしのづて、設不く』事置(十平後等分成措のでZ置E法あ年や定っ

平22.3.25基発0325第1号
平22.3.25基安労発回目第1号

導 員会等
事項について重点的に点検・指導することにより、取組の促進を図る。 A 
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(別添1) 

重点施策 実施事項 内容 新規事項 重点化 備考
(女)

I'/~ l苧防珂
7)石労締働の安製全造衛等生の法全に面基禁づ止く措右置綿等の製造、輸入等の禁止措置については、石 ヰ平1177.78.Z28基基安発発事第0078280200080号3号

綿含有製品の輸入事案が発生していることを踏まえ、石綿の製造等が禁止さ 平18.8.23基発第0823004号
れていない固からの輸入品等を取り扱う事業者等に対L、指導等によりその徹 平18.9.1基監発第四01002号、基安労発第0901001
底を図る. 号、基安化発第0901001号
また、平成24年3月以降は石綿吉有製品の製造・輸入等禁止に係る適用除外 平19.3.16基安発第0316003号
製品等を認める猶予措置がなくなり、全面禁止となったことから、適用除外製品 平20.2.6基安化発第0206003号
の使用が想定される事業場を指導する際には、在庫として保管している石綿吉 平20.2.12基発安安第0212009号
有製品の使用禁止について指導する。 平20.2.21基化発第0221001号

|【イ}建建築築物物等のの解解体体作時業等ににおおけけるる石石綿綿/;I!ぱく〈i露防止対簾の推進
平20.7.17基化発第07170回号

平212158基基安発化第発0言2180凹号露防止対策については、計画届及び作 平21.3 発第0305001号
業届に基づく審査及び監督指導等を適切に実施する.

平21.12.14基発1214第Z号
また、労働基準監督署への届出を要しない解体工事(いわゆるレベル3)につ

O 平21.12.14基発1214第3号
いては、解体工事を行う事業者に対して、同事で前解調体査工及事び現結場果等のの記パ録トをロ徹ー底ルすをる 平21.12.14基発1214第4号ょう指導するとともに、関係行政機関と古

平21.12.24基発1224第1号
実施する。

平22.2.12基安発0212第Z号
なお、解体等の仕事の発注を行う発注者に対しては、石綿等の使用状況等の

平22.9.9基安発 0909第1号居総建第112号環廃通知の促進等について指導を行う。
産発第100909001号

[ウ}健康管理対策の推進 平23.1.27基安発0127第Z号
石綿に係る労働者の健康管理の充実を図るため、石綿障害予防規則に基づ 平23.7.28基発0728第6号

く健康診断由実施等を徹底するとともに、石綿に係る健康管理手帳制度につい 平23.7.28基安化発0728第4号
て広〈周知を行う。

平23.112.157基基発安0化12発5第11717第Z号
平副1 号

エ職業性疾病等の予防 (ア) 負傷、振動等の物理的因子、作業態様、化学物質等に起因する職業性疾病 平ZZ00332197基基発監第発0319006号
対策 の予防対策を引き続き行うとともに、以下の対策に重点的に取り組む。 平 第0327001号・基安労発第

じん肺予防対策 0327001号
第7次粉じん障害防止総合対策の計画期間の最終年度であることから、これま 平24.2.7基発0207第1号
での指導状況や結果を勘案しつつ、重点事項であるずい道等建設工事、アーク
溶接作業等における粉じん障害防止対策の徹底について、粉じん対策指導委 A 
員も積極的に活用しつつ指導等を行う.
また、平成24年4月から、屋外で金属を7ーヲ溶接する作業等を呼吸用保護具
の使用対象とすること等を内容とする改E粉じん則及びじん肺法施行規則が施
行されることから、改E内容の周知徹底と履行確保に向けた指導を行う.

(イ]熱中症予防対策 平21.6.19基発第0619001号
職場における熱中華による死亡災害の発生状況を踏まえ、建設業、警備業、

A 
製造業等、夏季に暑熱な環境で作業を行う事業者に対L、必要な指導を行う。

オ職場における受動喫 受動喫煙防止対策に取り組む事業者を支援するため、平成23年10月から、財 平23.9.16基発0916第6号
煙防止対策

政助専のして成状的門い金支家態る援制をにの把よと度でしる握を、て相す、こ飲技談るれ食術支たら盾的め援事等支の事業に揺デ等業対とジのやしす告積職てルる極場受喫粉的に動煙じおな喫ん室活け計煙のる用及防設たを止び置ば図風対等こる速策煙の。計のの受具の湿動無体度喫料的及煙貸なび防進出喫止め事煙対方業室策にをのに係実換係施る気る

4 

なお、労働安全衛生法田改正がなされた場合には、別途指示すると己ろによ
り、改正法の説明会等を実施する。
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(別添1) 

重点施策 実施事項 内容 新規事項 重点化 備考
(女)

|力動自主的な '周 使リ用ス者ヲにア対セスすメるン危ト険に情つ報いのて提は供、危等院がな新機た4に努力義務化され田るこ製と造も者踏等まにえよてる、
書平化学交18物付3.1質に0基関等発すのる第危指0険3針1性凹等又0(1は平号有成害田性年等2月の下表旬示公及び文

引き続き計画的な取組を行う。
(一部会)

布、
A 平成24年4月半旬施行予定)

3 労災補償対策の推進 7労災保険給付の迅 (ア)標準処理期間内の迅速・適正な事務処理等 平19.7.20基労補完第0720001号
(5) 速・適正な処理 労災保険給付の請求については、標準処理期間肉の迅速な事務処理を行う 平21.9.24基労発0924第2号

とともに、認定基準等に基づいた適正な認定に万全を期する。 平22.2.25基発0225第1号
また、労災保険の窓口業務改善については、引き続き、相談者等に対するT

ロ
平22.3.25基労補完0325第1号

寧な説明や申請者に対する処理状況の連絡等を実施することにより、この取組 平22.9.28基労橋発凹28第001号
の徹底を図る。 平23.2.25基発0225第1号

平23.3.25基労補発0325第2号

[イ}労災診療費の適正支払いの徹底 平21.2.20基労補発第0220003号
の労誤災請診求療が費特ににつ多いLては、会計検査院による指摘が多い項目、医療機関から 平23.12.16基発1216第E号

、項目等に重点を置いた審査を行う。その際、施設基準を ※別途指示予定
踏まえた審査を徹底するとともに平、誤成請24求年の度多い労災指定医療機関等には個
別に実地指導などを行う.また、 度の労災診療費算定基準の医療機 O 
関への周知徹底を図る。

tウ}適正な費用徴収の徹底 昭47.9.30基発第643号
さらに、費用徴収についても、会計検査院からの指摘を踏まえ、該当する可能 平5.6.22発労徴第42.号、基発第404号

性のある事案について労働基準監督署から都道府県労働局への漏れのない
O 

平17.9.22基発第0922001号
報告及び都道府県労働局における進捗状況の組織的管理等により、適切な事
務処理由一層の徹底を図る。

[エ}第る第督三三促者者状行行の為為発災災送害害、に未に係納おるのけ円る通滑求知な償、求行債償方権不の明収債納務強者化等のにた係める、収実納地未調済査債の権外こ関す x 
部委託 * (一部0)

を行うことから、これを活用しつつ効率的かつ円滑な求償事務を行う。

イ精神障害事案及び 社会的関心が高〈複雑困難な事案が多い精神障害事案については、平成23 平11.9.14基発第545号
脳心臓疾患事案に 年12月26日付で策定した精神障害の認定基準等を踏まえ、迅速・適正な事務 平131212Z基基発労補第10回号
係る迅速・適正な処 処理を一層推進する。あわせて、認定基準の周知を図る。 平13.12.1 発第31号
理の徹底 特に、セウシュアルハラスメントの被害を受けたこと等により精神障害を発病し 平23.12.26基発1226第1号

た労働者からの相談・聴取については、専門的な能力を有する非常勤職員を活 O 平23.12.26基労補発1226第1号

用担ます当たる部、こ署精とか神等ら障に監害よ督又り・、は安適脳全切・衛に心生行臓担う疾。当患部に署係へるの支情給報決提定供事を案徹に底つすいるて。は、労災補償
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(sIJ添1) 

重点施策 実施事項 内容
新規事項 重点化 備考

(女)

|ウ石る周知ε徹底且ぴ右に係綿

醐吋輔金てま一@l首【翠…l闘Jます糊器緒…鍵惜禁行等のラ弘唱嗣ー…犠し豆駒町恒2F問S田れ噌一酎押EZ叫諒…す2月旧る5初L司7日制5時鍛羽連間田疾星瑚患Z侵ニ出附Z 害臨の

平平1177921基77基基発労発第禰第0発20凹3事107000711Z号07S 001守8，2 
関連疾患の請求事案 平18，3 発第0317010号
に係る迅速・適正な 平18，6，6基労補発第060印刷号
処理の徹底

平平平平21118890.6831.08914基基2基2労労基労補補労補発発管発第第発第00第068003叩叩914D200012010号号01号2号

な補償・救済を行う。

平Z0.121217基基発発第第11127007号
平20.12.1".~""1201 001号
平22.7.1基発0701第10号

O 平22.7.1基発0701第11号
(一部口〕 平22.7.1基労補発0701第1号

平22.7.1基労労労補補摘発発発0701第第23号号
平22.7.1基 0701
平22.7.1基 0701第4号

平22.12.10基発補12発10第1261号0. 
平22.12.10基労 第1号
平23.1.27基労補発0127第1号
平23.8.26基労発回目第1号
平23.8.30基発0830第1号
平23.8.30基発田30第11号

エ行政争訟に当たって

正切協審訴な議・丁査訟決の寧請追定指な求行に摘対事に努事応つ案め項にいのるに努て処.留まめは理意たる、にし近、。つ、審年事い査訴案て請訟はに求係応、人的属じに確件て対的な数す争確がる点に急処補整増理理充し状てを翻況い行査のるうをこ状説行と況明うに等ををよ踏行、り主まう、等張迅え、、・速立懇新・置適件

平成17.421基8基発発第0094Z081011号
の的確な対応 平成22.9 第3号

平成22.9.28基労補発凹28第Z号

ロ
の充実に努める。

7 徴労働収保等険料等の適正 7収納率の向よ
上回平るは成よ、適ZうZ、用年滞徴度納収の整業労理務働、に納保お付険け督料る励の最等収重の納要徴率課収l立題業9で7務あ.に5る怖引こきととな続かっきらて、、積前い極る年が度的、のに収取収納り納率組率田むを向。よ

平21.3.321基9基徴徴発発第10331001号
(1) 平21.10.29~~~1029第2号

平22.3.31基労徴発第0331第2号

納付いる督が励、業今務年に度つにいては、も訴、行円的滑にに一実部施のす労る働。局において外部委託を実施
して おいて O 

平23.3.31基労徴発第0331第1号

(一部x)

イ口座振替制度の本格 期個納別付事分業か主らの実労施働して保い険る料が等、の今口年座度振の替本制格度実については、平成23等年度に対第し3 
実施 施に向けて、事業主

あらゆる機会をとらえて周知を図仏円滑に実施する。

ム

13/35 



重点施策 実施事項

応

(2) 業一掃対策の推進

(3) 施

内容

る。

であるが、引き続き、円滑な実施を図る。

実効ある計画を策定し、

14/35 

新規事項
(女)

(別添1) 

重点化 備考

A 

A 

3.31基徴発第0331001号

A 
12. 18基発1218第4号(平15.7.22基発第

O 
(一部x)

x 

(一部0)



(別添1) 

重点施策 実施事項 内容
新規事項 重点化 備考

(食)

(4) 度の効率的問な。運田用口町を"ヨ
連のな労趣携お働し、保旨、労》労ょ院に働働う基事保保づ務険険き組事、事官労務務制働組組度保合合目険に本効事対来車務すの問がる機な報円能運奨滑が用金か充をにつ図分つ適る発い正た揮てにめさは行れ、、労わる区働れよ分保うる経指よ院理導う事が、を務関適行組係切う合団。に制体行度と M昭筒0650911 Z18労BB基基徴徴徴発発発第第第6号ヲヲ

図るための指導等 平15.11.28，，~~jg1128001号
平15.11.28，，~~jg112即位号

われる 、指導監査を行う。 A 平18.8. 1基徴発第0801001号
平21.3.31基徴発第0331001号
平22.3.31基徴発第0331第2号

7 労災保険率の改定及 平成24年4月1とBかからら、労あ災ら保ゆ険率を改定するとともに、メリット制の適量底用す要る件。 平成田年厚S発生02労02働第省3号令第14号
(5) びメリット制の改徹E底 などを改正するこ る機会を活用し、事業主への周知を徹 る。 平24.2.2基

についての周知

女 O 

7 電子申請の利用促進
県事労業働主局や自社ら会が保行険う労労働務保士険等料にの電子申告申等請にのつ利い用てをも勧電奨子す申る請とをとも推に進、す都る道。府

平15.10.16基発第1016001号
(7) 等 平18.4.3基発第0403016号

平20.3.12基総発第0312001号・基監発第計
0312001号・基徴発第0312001号・基安発第

A 0312001号・ 基徴労労発徴第発管0発第3 第0312001号
平21.3. 31基 31001号
平22.3.31基労 第0331第2号
平23.3.31基労徴発第0331第1号

15/35 



別添2

平成 24年度 職業安定行政に係る重点、化ガイドラインについて



各即の意味l氏以下のとおりである.
*印。新規事項
X 印 本省又Iま外郭団体等実施事項
。印 全局・署所において‘積極的・能動的に実施する業務
企即 各局・署所において.管向状況を勘案して実施する業務

(別添2)

平成24年度職業安定行政に係る重点化ガイドライン

重点施策 実施事項 内容 新f規項合事】 I重点化 構考

事難‘

O 

O 

炉 l IT\ IIFæ.I'T'I+~.thm~1 O t回 せ，昔"

l、 ー目指

E否否窃漂莱更布丈丈窪石案丙京=蓉存文軍丈百軍芥歪事奇有京雇一天荏一吉 O O E E 

ー寸ビ合ス宿場 l、 01呈桂Ei目理割田樟求求合置人人にEつへに項い対の目て求す1、る人2充充6足帖足対以サ置上ーのをビ強目ス指化・コす等オ.iEz 公共職藁い安ては定、所畳由理常佳用1求週人間の経克過

A 

b. 

語同陣常明 日

l防②掴宿耳由 〉環把握夜I:rell()jtllll'llIf.*i) I 0 

自l 行.場岨情坦 』場闘Aヲi 

A 円ι相輔直君 匂 IIIJI! I 0 

・寸個 業人選間E首買百経導を庭宝書撮0 

，項悶】目タI只貼凶 " . 

E 

曜
監 会b. 1iI'>'I>1J'I1lNJ'ong)jtAI こととす6

b. 1iI'>!lf1J'I1lNJ'ong%'1 
ム
ム ! ととす⑤

信事 需 .分析、彊快

16/35 



(~II添2)

重点施量 実施恵項 向容 |重点化 情考

頁固

"畠5%小以予上ヨにwす'"るKこ曲と刊を目口指問すZ十

，.瞳'
角却 '匂官 v，

r;:/7-r- O 

O 

m 
l、目標量定

‘唱"刀 O Y bゆUE7 t 

. )を踏まえて実施

， 
O 

1(2)認定 |来月T宥 U) つつも、 M 

O 

O 

問問J

O 

E汗7著苫菟事一豪一語一芥 O 
争コョブ・ ム

食討等 会 A 

" 1"圃‘
女 口

I~るハ求ロ人ー槽ワ輯ー裡ク批イfン本タ省ー1司
辛環苦丈T: x 

.-， 
rへの対応 ロ

ーζ

A 

!、ω，
普刊m向上J |￥ユ:

正百 ~， gr ;./7 、て、'1'1用
O 目萌す.

|ス
I(j)， A |聞富市 'C 

|マま一畏えザけてーた実ズ重施ハ点。宜ロ目ー援】ワ対ー
-， ーヲ@

"" 
000人以、目上標、就控輯定率(担8当6崎者以制上にをよ目る指就膿す.支)援を踏を

A 

A 
'C 

A 

F匂岨". A 

17 / 35 



(別添2)

重点施置 実施事項 向容 |重点化 惜考

l孟醐 .m'"描
口

レス l宝工 ζ、 レスヲ

O | 肝る:'1:11_ 珂

|鉱
隈璽 彊E繭吾肩お蘭荏蓮蓬繭一一否一覆一夜 A 

O 

O 

H品2)の百就棟輯畳涜講援者 fする訓輯軒了前泊、

O 

預f政 に庄即のし推た進蜘
日I求ス目J職ま者6設支0定時援項以和目上国1町、 ?L'""C~ r基礎コー

目'・

Ii~岨J地訓認求曙輯定職暗輯融香躍層主会撮訓の別輯確鞭制実畏梶度施施に計よ畏る画励5

O 
O 

て(

l向容につし 、て同樺

医EE
111 

. 
O 
ム

醸轟
ロ
口

，開'.JI"<I"、束" 口

口

霞霊童童
口

::tAIII 
O 

I"JI 、初凶髭

口

瞳豊三
口
ロ

口

18/35 



(月1I添2)

重点施聾 翼施事項 内容 |醐f項.，.事、|重点it 惜考

、情君、 苦、報告
1 回，司自

O ヨ喧し官て

陣語富|、w

O l聞白目

、に I~、
にnつをい目て指、原す則。78

'‘'" |チング

"耳罵刃=:9
|由確保 O 

震覇
酒置す夜

E 

O 
1(2)軒町 口

E 

ロ
O して寓施

Ilq@@@〉指情労公報働導共提E属局棋雷に莱お翼等置運け施定る状用所苦技現に情報況お相け告報談る告由晋実育施相臨由実施

口

ロ
ロ
E 

E 

I逼量「
ffi(聾託 x 

O ，匂.

!確保
O ，-l.湾軍潟三ヲ ，て冥施

告。B王職職手申業請業融紹紹書制調収介介事事入等業由業聞報輯畳所渇理告台ょ植の・審う田回用査E収実等備績

E 

1""肝
E 

ロ
口

O ，て実施

ロ
E 

口

E 

|保 A 

E 

~労中曲他者募業集労耐業務力確取扱保抗忠況林報業告曽の働作力成司 ロ

ロ
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(別添2)

重点施策 嵩施事項 内容 |重点jt 惜考

隅審議官
DD労公働共職局に業お安け定る聞苦にオお育相け践る苦の畏情相施

10);融・
|、ω置「吋 厩喜

A 

ム
1即守 口

h唱刀

A 

問しご 口

A 

A 

且周掴

ll@@再再就就職職援揖酎助計計画園の田作認成定援助

A 

ロ

属蓮 E言E百嘉E支吉宮官軍喜菊一苔一蔓一E一E 

ロ
口

'" 博害 ロ
A 

z、司陪岨Z固 且 ，

ロ

ロ

"" 
間

鴎霧雲翠 E商豆町事ヨ事

d 

E 
E 

ム 11D喜? l、C4(1)① (3))

重.，
" 

LEE鹿特就年災定齢者職求者雇困職雇難用者者用開雇雇開豊用用尭助開特成開尭制金尭助助奨}由成成励主金金金給伸-・
ム
E 
A 

E 
l=i<I. 

20/35 



(~IJ添2)

重点施荒 実施事項 向容 市 IIAHO 情考

ω活用促進

湾臨碕糊底

月以円;2回目以降1;):1か月以内)

|語

O 
』 ζ。

l、2回目以降Iま1か月以内) 一
o一
o一
ロ
一
口
一
口
一同

量(経

"也n

I~中叫における腫鵬帥萌
接的な創出支援

@助蘭医 |凶叩中刀幅高』書 J)刷局E
ロ

ー可ヲ@え理 l凶 V中正常~-~刊隅原則凧:w周到

*目

安ロ

可ヲ匂又揖 |山叩'J直和

会 1 1:;

女 lロ

会 l口

t当"'"日震 E喜志藷置而支語

|ζ師向，位置

①周知 A
一口一

r
p-:端益京高

t J@畳給資格者創業支援助属金実輔報告

l(1)制度由周知啓琵等 I[地方貴闘行E運宮方針】介複分野における曜用管理改善由推進

|附護労働者雇用問問 l【地方労附晒宮淵】介護分野!こ…用管理問臨

!日万T謹封働者雇用菅理理香寄揖聞事業[介君センターJ

l@介置閣時助庇袋町主轄及び主輯状況等報告

|臼}公失脚安定所叩ける福祉人材断労働行政道断針1儲職業安定耐における蹴人材確保{
確伽実施(r福祉人材確保重点対置|__..-r.借地 、

て宅玄京芥ほ亙

塵璽璽 1、て、 16万6千件以上を目指す。
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の推進

言盲冒古

重点施輩 実施事項 向容

22/ 35 

女 I0 

ム

ロ

(別添2)

惜考



重点施輩 揖施事項 内容

* I '" 

O 

口

A 

ム

ヲ待

ヲ骨

23/35 

(別添2)

備考

、口ーワークについて、利用者数{出張相敵等を吉む.)のベ54万5
正社員就職者数6万1千人以上を目指す。

)24万人以



(~IJ添2)

重点施輩 実施事項 内容

x 

x 

x 

O 

24/35 



(別添2)

重点施聾 寓施事項 向容 |重点化 備考

131 叩 l ，-叫u、円。.'(])仕組みで70蔵まで酎11

O 

"' よた問るめ問啓の問尭安同由定町実所問施に岨. よる宜
.また、

4主

i喜品主τ..，芸品 l 要用扇の歪勘 O 

|進
A 

ム

ロ
J、 P旬間U 、撮

ム

" J焚埋 軍戸支奮軍夏一商一面一否一有~

陣 会巴n 醸震興 冨回ιn聞.
可 J

旬T' 帽。 R 岨・

O 

瞳璽霊
ロ
ロ
n 

l多 守安
I¥IJ;..<'IV 

， -1I1'.l且1¥')"1<
O 

l世 、aqH司 A巳
シt ベ，[，シ一、一J連レ理バ合ロ一局一連周]合J 

|議
ム

シル， 哩ロ局ー〕 .鳳1
ム

J. 一層 ・局〕
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重点施華 実施事項 内容

26/35 

O 

A 

ム

A 

ム

A 

A 

A 

O 

O 

O 

O 

(~IJ添2)

惜考

就職件数について前年度実績目ょを目指す.



(別添2)

重点施輩 実施事項 備考

O 

ロ

t;，. 

t;，. 

ム

A 

O 

A 

27/35 



重点施瞳 実施事項 向容

28/35 

ロ

A 

A 

O 

口

A 

(別添2)

惜考

二企業の肯務管理面に慌る勧
「専門的・技情的分野Jの外国

、多犠な人材が能力

留学生であることを理由として、その対象から除



重点施量 実施事項 向容

29/35 

ム

O 

A 

O 

A 

A 

CZ'J添2)

惜考

目標霞定(主鑑対象者世7万人‘就職者



CZ'J添2)

重点施畢 実施事項 向容 情考

自立主慢センター等田所在地を管轄する公共職業安定所において

A 

ロ

A 

30/35 



(別添2)

備考

x 

ロ

女 I'" 
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重点施聾 実施事項 向容

32/35 

ヲ長

女

(別添2)

情考

A 下半期の

A 



別添3

平成 24年度 雇用均等行政に係る重点化ガイドラインについて



平成24年度雇用均等行政に係る重点化ガイドライン

各印の意味は、以下のとおりである。
女印・新規事項
×印 本省又は外郭団体等実施事項
O 印 全局・署所において、積極的・能動的に実施する業務
e:. ~n 各局・署所において、管内状況を勘案して実施する業務
口印受動業務

重点施策 実施事項 内容

E震惹
y明言霊育覆蚕

条E計に画基的づ事く報業告場徴訪収問に、結よ果る男に基女づ雇く用指機導会等均(等法(以下『均等法J)第29川平
特に配置・昇進)

|調m碑且柑笹11'、
|雇進 導-相等談を端緒とする均等法第29条に基づく報告徴収、結果に基づく指

-女子学生等の就職に関する均等な機会の確保

-職場におけるセクシュアJレハフスメント対策の推進

地仙陣相自 に関する措置 .T一Z 時同町串 E 世田帯平明

居 帽 / ~m IK.A己

-均等法第17条に基づく労働局長による助冨、指導、勧告

-均等法第18条に基づく機会均等調停会議による調停

-均等法(紛争解決媛助を含む)の周知

イクシボョンジのティ支フ援・ア -事業主に対する助目、具体的な取組援助

-均等両立推進責任者の選任勧奨

-均等・両立推進企業表彰の公募に係る広報

-均等・両立推進企業表彰の実施

-男女聞の賃金格差解消のためのガイドラインの周知徹底

33/35ページ

新規事項
重点化

(女)

O 

口

ム

ム

ム

口

口

O 

O 

ム

O 

口

O 

(別添3)

備考



(別添3)

重点施策 実施事項 内容
新規事項

重点化 備考
(女)

1¥庭E生活の-両ι立支申 ア業法宵のJ尼施・介行護 杯 -計画的事業場訪問による育児・介護休業法(以下「育介法J)第56条 O 
援対策の推進

に基づく報告徴収、結果に基づく指導等

-相談を端緒とする育介法第56条に基づく報告徴収、結果に基づく指
口

導等

-育介法第52条の4に基づく労働局長による助言、指導、勧告 口

-育介法第52条の51こ基づく両立支援調停会議による調停 口

-事業主を対象とした集団指導 A 

• f:士事と介護の両立に当たっての課題及び企業における支援制度の状 女 O 
況等についての実態把握

イ両立支援に取
-ベストプラクティスに関する情報提供等による雇用管理改善に関する

り組む事業主に
助言、新しい両立指標の周知及び均等・両立推進企業表彰の公募に O 

対する支援
係る広報

-助成金の活用による事業主への支援 ム

ウ職業生活と家
庭生活との両立
の推進に関する -改正育介法の周知 O 
周知啓発活動の
実施

エ次世代育成支
援対策の推進

-一般事業主行動計画の策定等届の受付 ロ

-次世代育成支援対策推進法第13条に基づく認定申請の受付及び認 口
定事務

-事業主に対する、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行
動計画の策定・届出及び認定を目指した取組促進等についての周知・ O 
指導等

34/35ページ



(別添3)

重点施策 実施事項 内容
新規事項

重点化 備考
(女)

アパート書イム
-計Eに画基的づ事く業場訪問によるパート書イム労働法(以下「パート法J)第16
条 報告徴収、結果に基づく指導等

O 

労働法に基づく適
切な指導等 -相談を端緒とするパート法第1.6条に基づく報告徴収、結果に基づく指 ロ

導等

イパートヲイム
-パート法第21条I、基づく労働局長による助員、指導、勧告 口

労働法に基づく紛
(3)パート告イム 争解決の援助 -パート法第22条に基づく均衡待遇調停会議による調停 口
労働対策の推進

同日衡待遇 -均等・均衡待遇推進のための専門家による支援 女(一部新規) O 
及び正社員化推
進に向けた取組
支援 -均衡待遇.iE社員化推進奨励金の支給 口

エパート書イム -パート法の周知徹底 O 
労働法等の周知
啓発 -短時間正社員制度の周知 ム

(4)家内労働及
ア策の在推宅進ワーク対 -発注者、仲介業者及び在宅ワー力一等に対する「在宅ワークの適正

ぴ在宅ワーク対 ム
策の推進

な実施のためのガイドライン』の周知啓発

35/35ページ


